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現行 改訂(案) 備考 
 

2.3.11 風およびブラスト 

考慮すべき風およびブラストによる荷重は，当該区域の地域特性や，対象とする航空機の特性

を踏まえ適切に設定する必要がある． 

【解 説】 

(1) ブラストフェンスや場周柵(立入禁止柵)の支柱等に作用する風荷重，速度圧の算出にあたっては，

式(2.3.14)によって算出することができる．各空港における基準風速は，過去の実績をもとに算出し

これを使用することができる．基準風速の算出方法及び各主要空港での算出結果を付録－４に示

す．なお，解析では扱うことが困難な気象要因による強風の影響を考慮し基準風速の下限値を 30m/s

とする． 

 

R ＝ q × Cf×A ··········································································· (2.3.14) 

q ＝ 0.6 ×  Er2  ×Gf ×Vo2 

R ：風荷重(N)  

q ：速度圧 (N/m2) 

Cf ：風力係数 (金網その他網状の構造物 1.4) 

A ：断面積 (m2) 

Vo ：基準風速（ m/sec）  

Er ：平均風速の高さ方向の分布を表す係数 1.7(Zb/ZG)α 

Zb，ZG，αの値は空港の位置より表－2.3.9に示す値を用いる． 

Gf ：ガスト影響係数 (空港の位置より表－2.3.9に示す値を用いる．)  

表－2.3.9 地表面粗度区分に対するパラメータ 

地表面粗度区分 Zb ZG α Gf 

区分Ⅰ：海上及び海岸に接する空港 5 250 0.10 2.0 

区分Ⅱ：区分Ⅰ以外の空港 5 350 0.15 2.2 

※Cf，Er，Gf は，高さ５m以下の構造物に対しての値を示しており，５m以上の場

合には「平成12年建設省告示第1454号」により設定する． 
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q ：速度圧 (N/m2) 

Cf ：風力係数 (金網その他網状の構造物 1.4) 
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Er ：平均風速の高さ方向の分布を表す係数 1.7(Zb/ZG)α 
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表－2.3.9 地表面粗度区分に対するパラメータ 

地表面粗度区分 Zb ZG α Gf 

区分Ⅰ：海上及び海岸に接する空港 5 250 0.10 2.0 

区分Ⅱ：区分Ⅰ以外の空港 5 350 0.15 2.2 

※Cf，Er，Gf は，高さ５m以下の構造物に対しての値を示しており，５m以上の場

合には「平成12年建設省告示第1454号」により設定する． 
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現行 改訂(案) 備考 
 

  ························································ （5.3.1） 

Fs ：安全率 

Me ：転倒モーメント（kN・m） 

（＝M0 ＋ H0 ×(h + h0）） 

Mr 1 ：自重による抵抗モーメント（kN・m） 

（＝コンクリートの単位体積重量 ×(h + h0)× B × d × d /2) 

Mr 2 ：側圧抵抗モーメント（kN・m） 

（＝1/3(fe ’ × h × B - H0) ) 

M0 ：基礎上面に作用するモーメント（kN・m） 

H0 ：基礎上面に作用する水平力 （kN） 

H ：基礎の根入れ長 （m） 

h0 ：基礎の突出長  （m） 

B ：基礎の奥行き  （m） 

d ：基礎の幅    （m） 

fe´ ：地盤の短期許容横方向地耐力（kN/m2） 

（＝ 2/3 × fe ） 

fe  ：地盤の許容鉛直方向地耐力（kN/m2） 

 

 

 

 

 

 

 

図－5.3.1 基礎に作用する荷重の例 

 

（３）基礎地盤が軟弱な場合は，地盤の支持力について検討する必要がある． 

（４）支柱に作用する曲げモーメントにより基礎の支圧破壊や，基礎地盤の支持力不足が懸念さ

れるような場合等，その他必要な照査を行う必要がある。 

 

  ························································ （5.3.1） 

Fs ：安全率 

Me ：転倒モーメント（kN・m） 
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図－5.3.1 基礎に作用する荷重の例 

 

（３）基礎地盤が軟弱な場合は，地盤の支持力について検討する必要がある． 

（４）支柱に作用する曲げモーメントにより基礎の支圧破壊や，基礎地盤の支持力不足が懸念さ

れるような場合等，その他必要な照査を行う必要がある。 
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現行 改訂(案) 備考 

付録－４ 基準風速の設定例 

算定フロー 

各空港における既往観測データを用いた基準風速の算定は、付図－4.1 に示すフローに基づ

き行う。 
 

付図－4.1 実測風速による基準風速の算定 

 
基準風速の算定例 

空港気象データの収集、整理 

各空港測候所で観測している気象データをもとに既往の風速データ（年最大風速：10 分間

平均風速）を収集、整理し、データが統計解析に必要なデータ数を満足しているか確認を行

う。一般的に数十年の値を用いることから、必要なデータ数を約 30 年分とする。 
 

 

付録－４ 基準風速の設定例 

算定フロー 

各空港における既往観測データを用いた設計風速の算定は、付図－4.1 に示すフローに基づ

き行う。 
 

 
付図－4.1 実測風速による基準風速の算定 

 
設計風速の算定例 

空港気象データの収集、整理 

各空港測候所で観測している気象データをもとに既往の風速データ（年最大風速：10 分間

平均風速）を収集、整理し、データが統計解析に必要なデータ数を満足しているか確認を行

う。一般的に数十年の値を用いることから、必要なデータ数を約 30 年分とする。 
 

P 付-89 
 
 

空港における観測
データが十分か 

②観測データの補完 
（近傍気象観測所のデー
タのうち、相関の高いデー
タを用いて補完） 

③再現期待値の算定 
（極値統計解析（グンベル
分布）の実施） 

No 

Yes 

④基準風速の補正 
（地表面粗度区分に応じ
た高度補正） 

⑤基準風速の設定 
（建築基準法における基
準風速の下限値と比較し、
空港の基準風速を設定） 

①空港気象データの収集、整理 
（既往の年最大風速データの収
集、整理） 

空港における観測
データが十分か 

②観測データの補完 
（近傍気象観測所のデー
タのうち、相関の高いデー
タを用いて補完） 

③再現期待値の算定 
（極値統計解析（グンベル
分布）の実施） 

No 

Yes 

④設計風速の補正 
（地表面粗度区分に応じ
た高度補正） 

⑤設計風速の設定 
（建築基準法における基
準風速の下限値と比較し、
空港の基準風速を設定） 

①空港気象データの収集、整理
（既往の年最大風速データの収
集、整理） 



    

5 
 

現行 改訂(案) 備考 
4)基準風速の高度補正 

再現期待値をもとに、観測場所の立地条件（高度、地表粗度）を考慮した補正を行い、建

築基準法における基準風速と同様の条件（地表粗度区分Ⅱ、高度 10ｍに補正）による基準風

速を算出する。 
高度補正の前提として、風速は上空（地表の地物や障害の影響を受けない）では一定とい

う考え方のもと、空港の地表面粗度区分が基準風速とする地表面粗度区分（Ⅱ）と異なる場

合、地表面の風速を上空の風速に一旦換算し、その後、基準風速の地表面粗度区分（Ⅱ）及

び高さ（10ｍ）に再度変換するという方法で補正を行う。（付図－4.3 の①、②の手順） 
なお、空港の地表面粗度区分がⅡの場合には、高度補正のみを行うこととなる。（付図－4.3

の③の手順） 
 

付図－4.3 高度補正の概念図 

 
なお、空港の地表面粗度区分の設定は、空港の立地条件に応じて以下の区分に分類する。 
 
・地表面粗度区分Ⅰ：海上および海岸に接する空港 
・地表面粗度区分Ⅱ：Ⅰに属さない空港 

 
 
 
 

4)設計風速の高度補正 

再現期待値をもとに、観測場所の立地条件（高度、地表粗度）を考慮した補正を行い、建
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合、地表面の風速を上空の風速に一旦換算し、その後、基準風速の地表面粗度区分（Ⅱ）及

び高さ（10ｍ）に再度変換するという方法で補正を行う。（付図－4.3 の①、②の手順） 
なお、空港の地表面粗度区分がⅡの場合には、高度補正のみを行うこととなる。（付図－4.3

の③の手順） 
 

 
付図－4.3 高度補正の概念図 

 
なお、空港の地表面粗度区分の設定は、空港の立地条件に応じて以下の区分に分類する。 
 
・地表面粗度区分Ⅰ：海上および海岸に接する空港 
・地表面粗度区分Ⅱ：Ⅰに属さない空港 

 
 

P 付-91 
 
 

上空風高度 

U10 

10 

Uｍ UG 

Zｍ 

ZｍⅡ 

ZG ここで、 

U10：基準風速 

Uｍ：観測地点の風速 

UG：上空の風速 

Zｍ：観測点高度 

ZG：上空高度 

α：べき指数 

なお、ZGⅡ、αⅡは、粗度区分Ⅱ

の ZG、αを用いることを示す。 

風速 U（ｍ/ｓ） 

高度 Z（ｍ） 
αⅡ 

α 

① 

② 

③ 

上空風高度 

U10 

10 

Uｍ UG 

Zｍ 

ZｍⅡ

ZG ここで、 

U10：設計風速 

Uｍ：観測地点の風速 

UG：上空の風速 

Zｍ：観測点高度 

ZG：上空高度 

α：べき指数 

なお、ZGⅡ、αⅡは、粗度区分Ⅱ

の ZG、αを用いることを示す。 

風速 U（ｍ/ｓ） 

高度 Z（ｍ）

αⅡ 

α 

① 

② 

③ 
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現行 改訂(案) 備考 
a)地表面粗度区分Ⅰの場合 

地表面の風速を上空の風速に換算（①手順の計算） 
 
 
基準風速の地表面粗度区分（Ⅱ）及び高さ（10ｍ）に換算（②手順の計算） 

 
 
b)地表面粗度区分Ⅱの場合 

高度補正のみで基準風速の高さ（10ｍ）に換算（③手順の計算） 
 

 
なお、地表粗度の影響を受けない上空高度（ZG）、べき指数（α）は、付表－4.2 の値を

用いる。 
 

付表－4.2 地表粗度の影響を受けない上空高度（ZG）とべき指数（α） 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a)地表面粗度区分Ⅰの場合 

地表面の風速を上空の風速に換算（①手順の計算） 
 
 
設計風速の地表面粗度区分（Ⅱ）及び高さ（10ｍ）に換算（②手順の計算） 

 
 
b)地表面粗度区分Ⅱの場合 

高度補正のみで設計風速の高さ（10ｍ）に換算（③手順の計算） 
 

 
なお、地表粗度の影響を受けない上空高度（ZG）、べき指数（α）は、表－2.3.9 の値を用

いる。 
 

表－2.3.9 地表面粗度区分に対するパラメータ 

地表面粗度区分 Zb ZG α Gf 

区分Ⅰ：海上及び海岸に接する空港 5 250 0.10 2.0 

区分Ⅱ：区分Ⅰ以外の空港 5 350 0.15 2.2 

※Cf，Er，Gf は，高さ５m以下の構造物に対しての値を示しており，５m以上の場

合には「平成12年建設省告示第1454号」により設定する． 

 

P 付-92 
 
 
 
 

 

UG（上空の風速）＝Uｍ×（ZG／Zｍ）
α 

U10（基準風速）＝UG×（10／ZGⅡ）
αⅡ 

U10（基準風速）＝Uｍ×（10／ZｍⅡ）
αⅡ 

UG（上空の風速）＝Uｍ×（ZG／Zｍ）
α 

U10（基準風速）＝UG×（10／ZGⅡ）
αⅡ 

U10（基準風速）＝Uｍ×（10／ZｍⅡ）
αⅡ 
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現行 改訂(案) 備考 
【中部国際空港の例】 

海上空港のため地表面粗度区分をⅠとする。まず、再現年別確率風速（30 年確率）の上空

風速への換算を行う。 
 
 
 
 
 
 
 
 
次に、基準風速である地表面粗度区分（Ⅱ）、高さ（10ｍ）への換算を行なう。 
 
 

 
 
 
 
基準風速の設定 

前項で算出した空港の基準風速と、「建築基準法施行令第 87 条第 2 項（平成 12 年建設省告

示第 1454 号）」における空港が位置する地域の基準風速とを比較し、空港の基準風速を適宜

設定する。 
なお、建築基準法の基準風速は、解析では扱うことが困難な気象要因による強風の影響を

考慮し 30m/s を下限値としていることから、同様の考え方のもと空港の基準風速についても

30m/s を下限値とする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【中部国際空港の例】 
海上空港のため地表面粗度区分をⅠとする。まず、再現年別確率風速（30 年確率）の上空

風速への換算を行う。 
 
 
 
 
 
 
 
 
次に、設計風速である地表面粗度区分（Ⅱ）、高さ（10ｍ）への換算を行なう。 
 
 

 
 
 
 
設計風速の設定 

建築基準法の基準風速は、解析では扱うことが困難な気象要因による強風の影響を考慮し

30m/s を下限値としていることから、同様の考え方のもと空港の設計風速についても 30m/s
を下限値とする。 

 
 

P 付-93 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uｍ：27ｍ/ｓ（表-4.1 の 30 年再現確率風速より） 

ZG：250ｍ（表-4.2 の地表面粗度区分Ⅰより） 

Zｍ：10ｍ（空港気象観測地点の高さより） 

α：0.10（表-4.2 の地表面粗度区分Ⅰより） 
以上より、 
UG（上空の風速）＝Uｍ×（ZG／Zｍ）

α 

＝27×（250÷10）0.10＝37.25ｍ/ｓ 

ZGⅡ：350ｍ（表-4.2 の地表面粗度区分Ⅱより） 

αⅡ：0.15（表-4.2 の地表面粗度区分Ⅱより） 
以上より、 
U10（基準風速）＝UG×（10／ZGⅡ）

αⅡ 

＝37.25×（10÷350）0.15＝21.85ｍ/ｓ≒22ｍ/ｓ 

Uｍ：27ｍ/ｓ（表-4.1 の 30 年再現確率風速より） 

ZG：250ｍ（表-2.3.9 の地表面粗度区分Ⅰより） 

Zｍ：10ｍ（空港気象観測地点の高さより） 

α：0.10（表-2.3.9 の地表面粗度区分Ⅰより） 
以上より、 
UG（上空の風速）＝Uｍ×（ZG／Zｍ）

α 

＝27×（250÷10）0.10＝37.25ｍ/ｓ 

ZGⅡ：350ｍ（表-2.3.9 の地表面粗度区分Ⅱより） 

αⅡ：0.15（表-2.3.9 の地表面粗度区分Ⅱより） 
以上より、 
U10（基準風速）＝UG×（10／ZGⅡ）

αⅡ 

＝37.25×（10÷350）0.15＝21.85ｍ/ｓ≒22ｍ/ｓ 
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現行 改訂(案) 備考 
(3)各空港における基準風速の算定例 

主要空港における基準風速の算定例を付表－4.3 に示す。 
付表－4.3 各主要空港における基準風速の算定結果 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(3)各空港における設計風速の算定例 

主要空港における設計風速の算定例を付表－4.3 に示す。 
付表－4.3 各主要空港における設計風速の算定結果 

 

P 付-94 
 
 
 

10年 30年 50年 100年 10年 30年 50年 100年

稚内 24 25 25 26 8 Ⅱ 24 26 26 27

釧路 18 19 20 21 9.4 Ⅱ 18 19 20 21

新千歳 21 23 24 25 9.8 Ⅱ 21 23 24 25

函館 21 22 23 24 10.1 Ⅱ 21 22 23 24

仙台 22 23 24 24 8.2 Ⅱ 23 24 24 25

新潟 24 26 27 28 8.4 Ⅰ 20 22 22 23

成田国際 23 26 27 29 11.1 Ⅱ 23 25 27 28

東京国際 27 31 33 35 10 Ⅰ 22 25 26 28

中部国際 23 27 29 31 10 Ⅰ 19 22 23 25

大阪国際 19 21 22 23 10 Ⅱ 19 21 22 23

関西国際 26 28 29 31 10.2 Ⅰ 21 23 24 25

広島 19 20 21 22 10.2 Ⅱ 18 20 21 22

高松 19 20 21 22 10.2 Ⅱ 19 20 21 22

松山 22 23 24 24 10.2 Ⅰ 17 18 19 20

高知 24 27 29 31 8.3 Ⅱ 25 28 30 31

北九州 32 36 39 41 8 Ⅰ 26 30 32 34

福岡 26 30 32 35 8 Ⅱ 27 31 33 36

長崎 31 35 37 40 9.9 Ⅰ 25 29 30 33

大分 28 34 36 39 8 Ⅰ 23 28 30 32

熊本 20 24 25 27 7.5 Ⅱ 21 25 26 29

宮崎 31 36 39 42 7.6 Ⅰ 26 30 32 35

鹿児島 25 29 31 33 8 Ⅱ 26 30 32 34

那覇 37 43 46 49 6.7 Ⅰ 31 36 38 42

札幌 19 22 23 25 59.5 Ⅱ 14 17 18 19

三沢 12 14 15 16 7.9 Ⅰ 10 11 12 13

百里 11 12 12 13 10 Ⅱ 11 12 12 13

小松 13 14 15 15 10 Ⅱ 13 14 15 15

美保 14 15 16 17 11.6 Ⅰ 11 12 13 14

岩国 12 14 15 16 10 Ⅰ 10 11 12 13

徳島 22 26 27 30 17.4 Ⅰ 17 20 21 23

風速計
の高さ
(m)

地表面
粗度
区分

空港名

再現年別確率風速
（グンベル分布）

基準風速(m/s)
(粗度区分Ⅱ)
(地上10m)

10年 30年 50年 100年 10年 30年 50年 100年

稚内 24 25 25 26 8 Ⅱ 24 26 26 27

釧路 18 19 20 21 9.4 Ⅱ 18 19 20 21

新千歳 21 23 24 25 9.8 Ⅱ 21 23 24 25

函館 21 22 23 24 10.1 Ⅱ 21 22 23 24

仙台 22 23 24 24 8.2 Ⅱ 23 24 24 25

新潟 24 26 27 28 8.4 Ⅰ 20 22 22 23

成田国際 23 26 27 29 11.1 Ⅱ 23 25 27 28

東京国際 27 31 33 35 10 Ⅰ 22 25 26 28

中部国際 23 27 29 31 10 Ⅰ 19 22 23 25

大阪国際 19 21 22 23 10 Ⅱ 19 21 22 23

関西国際 26 28 29 31 10.2 Ⅰ 21 23 24 25

広島 19 20 21 22 10.2 Ⅱ 18 20 21 22

高松 19 20 21 22 10.2 Ⅱ 19 20 21 22

松山 22 23 24 24 10.2 Ⅰ 17 18 19 20

高知 24 27 29 31 8.3 Ⅱ 25 28 30 31

北九州 32 36 39 41 8 Ⅰ 26 30 32 34

福岡 26 30 32 35 8 Ⅱ 27 31 33 36

長崎 31 35 37 40 9.9 Ⅰ 25 29 30 33

大分 28 34 36 39 8 Ⅰ 23 28 30 32

熊本 20 24 25 27 7.5 Ⅱ 21 25 26 29

宮崎 31 36 39 42 7.6 Ⅰ 26 30 32 35

鹿児島 25 29 31 33 8 Ⅱ 26 30 32 34

那覇 37 43 46 49 6.7 Ⅰ 31 36 38 42

札幌 19 22 23 25 59.5 Ⅱ 14 17 18 19

三沢 12 14 15 16 7.9 Ⅰ 10 11 12 13

百里 11 12 12 13 10 Ⅱ 11 12 12 13

小松 13 14 15 15 10 Ⅱ 13 14 15 15

美保 14 15 16 17 11.6 Ⅰ 11 12 13 14

岩国 12 14 15 16 10 Ⅰ 10 11 12 13

徳島 22 26 27 30 17.4 Ⅰ 17 20 21 23

風速計
の高さ
(m)

地表面
粗度
区分

空港名

再現年別確率風速
（グンベル分布）

基準風速(m/s)
(粗度区分Ⅱ)
(地上10m)

設計風速(m/s) 
（粗度区分Ⅱ） 
（地上 10m） 
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現行 改訂(案) 備考 
第 3章 空港用地編 

1.2 施設配置 

1.2.1.1 航空保安施設用地 

1.2.1.1-1 グライドスロープ用地 

 

【解 説】 

 

(6) グライドスロープ用地周囲の場周柵は，グライドスロープアンテナから見通せる範囲に設置

する場合はグライドスロープ電波の障害とならないような材質とする必要がある．図－1.2.4

に一般的な範囲を例示するが，詳細については無線担当者と協議して決定する必要がある． 

 

図－1.2.4 グライドスロープ電波の障害とならないような材質の場周柵を採用する範囲 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第 3章 空港用地編 

1.2 施設配置 

1.2.1.1 航空保安施設用地 

1.2.1.1-1 グライドスロープ用地 

 

【解 説】 

 

(6) グライドスロープ用地周囲の場周柵は，グライドスロープアンテナから見通せる範囲に設置

する場合はグライドスロープ電波の障害とならないような材質とする必要がある．図－1.2.4に一

般的な範囲を例示するが，詳細については無線担当者と協議して決定する必要がある．  

 

 
図-1.2.4 グライドスロープ電波障害とならないような材質の場周柵を採用する範囲(例示) 

ｐ3-4 
 
 
 
 
 
 
 

 


